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平成20年度の脳・心臓疾患の労災認定に係る業種別請求件数を見ると、平成19年度と比べて減少

しているものの、依然として運輸業、卸・小売業、製造業及び建設業で多くの請求が行われていま

す。また、脳・心臓疾患で「長期間の過重業務」により支給決定された事案によると、1ヶ月平均の

労働時間数が80時間以上～100時間未満が一番多くを占め、100時間以上～120時間未満、120時間以

上～140時間未満が昨年よりも増えています。

（厚生労働省　平成19年度、20年度「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（「過労死」等事案）の労災補償状況」より）

6.  平成20年度の脳・心臓疾患に係る労災補償状況
及び平成19年労働者健康状況調査について

注）1　本表は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号の「業務に起因することの明らかな疾病」に係る脳血管疾患及び虚血性心疾
患等（「過労死」等事案）について集計したものである。 

　　2　決定件数は、当該年度に請求されたものに限るものではない。 
　　3　支給決定件数は、決定件数のうち業務上として認定した件数である。 
　　4　認定率は、支給決定件数を決定件数で除した数である。 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 年度 区分 

脳・心臓疾患 
 

うち死亡 

請求件数 
決定件数 

うち支給決定件数 
（認定率） 
請求件数 
決定件数 

うち支給決定件数 
（認定率） 

（件） 

742 
708 
314 

（44.4%） 
319 
344 
158 

（45.9%） 

816 
669 
294 

（43.9%） 
335 
316 
150 

（47.5%） 

869 
749 
330 

（44.1%） 
336 
328 
157 

（47.9%） 

938 
818 
355 

（43.4%） 
315 
303 
147 

（48.5%） 

931 
856 
392 

（45.8%） 
318 
316 
142 

（44.9%） 
 

889 
797 
377 

（47.3%） 
304 
313 
158 

（50.5%） 

表1 脳血管疾患及び虚血性心疾患等（「過労死」等事案）の労災補償状況

図1 脳・心臓疾患に係る労災請求・決定件数の推移
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注）本表の合計件数と支給決定件数との差は、認定要件のうち、
「異常な出来事」又は「短期間の過重業務」により支給決
定された事案の件数である。 

注）1　業種については、「日本標準産業分類」により分類している。 
　  2　「その他の事業（上記以外の事業）」に分類されているのは、

不動産業、他に分類されないサービス業などである。 

（件） 

（件）
年度 

業種 
農業・林業・漁業・鉱業 
製 造 業  
建 設 業  
運 輸 業  
卸 売 ・ 小 売 業  
金 融 ・ 保 険 業  
教 育、学習支援業  
医 療 、 福 祉  
情 報 通 信 業  
飲 食 店 、宿 泊 業  
その他の事業（上記以外の事業） 
合 計  

平成19年度 平成20年度 
請求件数 支給決定件数 請求件数 支給決定件数 
11 
130 
118 
193 
159 
16 
16 
42 
20 
51 
175 
931

3 
74 
50 
101 
65 
1 
9 
15 
6 
21 
47 
392

6 
129 
108 
188 
167 
5 
16 
35 
24 
57 
154 
889

2 
48 
42 
99 
62 
2 
5 
15 
11 
39 
52 
377

うち死亡 うち死亡 
平成20年度 平成19年度 

45時間未満 
45時間以上～60時間未満 
60時間以上～80時間未満 
80時間以上～100時間未満 
100時間以上～120時間未満 
120時間以上～140時間未満 
140時間以上～160時間未満 

160時間以上 
合　　　計 

（参考）支給決定件数 

年度 
区分 

0 
0 
28 
135 
91 
39 
34 
35 
362 
392

0 
0 
16 
54 
25 
12 
15 
7 

129 
142

1 
1 
21 
131 
103 
49 
31 
24 
361 
377 
 

0 
1 
10 
62 
41 
22 
11 
6 

153 
158

表3 脳・心臓疾患で「長期間の過重業務」に
より支給決定された事案
（1ヶ月平均の時間外労働時間別）

表2 脳・心臓疾患の業種別請求及び支給
決定件数一覧
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また、平成19年労働者健康状況調査によると、長時間労働者に対する「医師による面接指導制度

の認知状況」では、この制度を知っている事業場の割合は全体で45.6％（図2）、実際に面接指導を行

った事業場の割合は全体で12.2％（図3）となっています。事業場規模によると規模が大きくなるに

つれて認知割合及び実施割合ともに高くなる傾向にあります。実施方法も中小規模事業場は特段の

基準を設けず必要に応じて面接指導を行っている割合が高く（図4）、後に掲載している企業事例で

も見られるように対策に熱心な事業場は独自の基準を設け面接指導等の対策を講じているところが

多いようです。面接指導後等の結果を踏まえての事後措置では、全体で59.6％が「労働時間の短縮」

を図っています（図5）が、17.5％は面接指導等を行っても「事後措置を講じていない」という結果

でした。後に掲載している企業事例等を参考に過重労働対策に取り組むことが望まれます。

（厚生労働省　「平成19年労働者健康状況調査」2008年より）
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※「面接指導等を実施しなかった」事
業所には、面接指導等の基準に該当
する労働者がいなかった等により、
実施しなかった事業所を含む。 

※　面接指導等を実施した事業場を100としている。 
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図2 医師による面接指導制度
の認知状況（事業場調査）

図3 長時間労働者等への面接
指導等の実施の有無（事
業場調査）

図4 長時間労働者等への面接指導等の実施内容
状況（事業場調査）

図5 面接指導等の結果を踏まえての事後
措置の実施状況（事業場調査）
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例 企業の面接指導フローチャート（本社対応のものを支店で対応している例）

面接指導の実施 

申出より1ヶ月以内 

支店産業医による 
面接指導の実施 

事後措置の実施 

事後措置の必要　あり 事後措置の必要　なし 

支店総務部より所属長等へ伝達 
事後措置実施の検討 

支店総務部より所属長等へ 
事後措置不要の伝達 

所属長等から支店総務部へ 
実施報告 

事後措置の実施 

面接より1ヶ月以内 

支店総務部による産業医からの意見聴取 

支店総務部より支店衛生委員会へ報告 

本人希望の医師による 
面接指導の実施 

支店産業医から支店総務部へ 
『結果報告書及び意見書』提出 

『面接指導証明書』の 
支店総務部への提出 

本人より支店総務部へ 
『申出書』の提出あり 

管理・監督的立場の労働者は 
自ら判断し、『申出書』の提出 

本人より支店総務部へ 
『申出書』の提出なし 

【面接指導の対象外】 保存（5年） 

5年保存 5年保存 

5年保存 

・労働時間の制限、業務
変更等 

・メンタルヘルス不調へ
の対応のため専門家と
の連携 

【△△△△△】 
TEL：□□-□□□-□□□□□ 
（電話による相談も可能） 

長時間 

面接指導対象者の特定 

一定期日＝月末 

支店産業医へ情報提供 家族・同僚等から 
支店総務部への相談 

『出勤簿兼勤務時間報告表』 
の集計 

一定期日より1ヶ月以内 

時間外・休日労働時間 
100時間超 

支店総務部より 
所属長へ『通知書』 

支店総務部より 
本人へ『通知書』 

100時間を80時間と読み替える 

100時間を80時間と読み替える 

時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた者 
全員に対して面接指導を実施する 

義務 
努力義務 

情報提供 

日程等打合せ 

勧奨 
働きかけ 

写し保存（5年） 

時間外・休日労働時間 
80時間超／月 

事業場基準 

80時間を
70時間と
読み替え
る 

①2～6月平均で
80時間超／月 
②45時間超／月
で健康への配
慮の必要な者 

面接指導または面接指導に
準ずる措置 

※健康診断時（半年毎）に
全員が「労働者の疲労蓄
積度自己診断チェックリ
スト」を記入し提出す
る。 
※支店産業医が、上記チェ
ックリストと人事部から
提供した勤務時間状況を
もとに、判定を行い有所
見者には面接指導を勧奨
し実施する。 

支店産業医から支店総務部へ 
『結果報告書及び意見書』提出 


